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第11次串間市高齢者保健福祉計画・第10期串間市介護保険事業計画策定業務委

託仕様書 

 

 

１ 委託業務名 

第11次串間市高齢者保健福祉計画・第10期串間市介護保険事業計画策定業務委託 

 

２ 受託者の決定 

別紙「第11次串間市高齢者保健福祉計画・第10期串間市介護保険事業計画策定業務委託プロ

ポーザル実施要領」に基づき選定し、契約する。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和９年３月31日まで 

 

４ 法令等の遵守及び法改正への対応 

  計画の作成にあたっては、老人福祉法及び介護保険法等の福祉に関する法令のほか、医療・保

健その他の法令等を遵守すること。特に、現在議論されている介護保険制度をはじめとした社会

保障制度に関する法令等の改正には十分注意し、最新の法令等を遵守するものとし、この仕様書

の記載事項と整合しなくなった場合（例えば計画の記載事項、推計方法の見直し等）には、最新

の法令等の内容を優先するものとする。  

 

５ 業務委託の内容 

  本委託業務は、次期計画等の策定に関する一式とし、策定にあたっては、国及び宮崎県の計画

との整合を図りつつ、「串間市長期総合計画」「串間市地域福祉計画」「障がい者計画・障がい福

祉計画」など関連するほかの計画との整合を図り、概ね以下の業務内容とする。なお、この仕様

書は、次期計画等の策定に必要と思われる事項を明記しており、プロポーザルにおいて決定した

受託者の企画提案により調整する場合がある。 

 委託業務の内容は次のものとし、必要な情報収集や分析、課題整理、企画提案から成果品の納

品までの関連業務とする。なお、各種統計データ（人口、認定者、給付実績等）の分析にあたっ

ては、厚生労働省が配布するワークシート・支援ソフト等を利用して推計するものとする。（配

布されない場合は乙の手法による。） 

なお、災害等により実施が困難と判断した事項については、本市と受託者が対応を協議して決

定する。 

（１）計画の作成は、日常生活圏域ニーズ調査の結果のほか、人口や要介護者等の人数の推移、

要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向、介護サービス事業所の動向、身

体上又は精神上の障がいがあるために日常生活を営むのに支障がある高齢者の人数等、その

障がいの状況、その養護の実態その他の事情等を勘案すること。 

（２）前期計画（第10次串間市高齢者保健福祉計画・第９期串間市介護保険事業計画）の現状

分析のほか、社会環境、地域特性、医療保険制度等の動向把握を行い、課題を検証・整理す

ること。 

（３）計画の内容は、社会福祉法及び介護保険法等の法令等で定められている内容のほか、認知

症高齢者対策、地域包括ケアの推進、医療介護連携の推進、保健サービス、自立生活支援、

計画の推進体制等その他計画として必要な事項を明記すること。 
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   課題を踏まえた計画の推進方向、数値目標等を記載した計画案を作成し、内容の協議を行

う。 

（４）パブリックコメントの実施支援 

   本市公式サイトを活用したパブリックコメントの実施を支援する。 

（５）計画案の校正 

本市で確定した計画最終案を校正し、印刷前原稿として納品すること。 

（６）高齢者保健福祉計画等審議会の運営支援 

計画内容を審議するために設置される高齢者保健福祉計画等審議会（４回程度開催予定）

に出席し、運営を支援するとともに、それらに必要な資料を作成し、会議録の作成を行う。  

また、審議討議結果はその後の作業に反映させるものとする。 

 (７) 打合せ協議 

業務の円滑な進行のため、常に事務局と綿密な連絡を取り、本市が求める場合又は必要に

応じて打合せを行い、協議録を作成する。 

（８）計画骨子案・素案の作成 

課題を踏まえた計画の推進方向、数値目標等を記載した計画案を作成し、内容の協議を行

う。 

（９）法令整備の支援 

制度改正に伴う既存の法令の整備を支援する。 

 

６ 成果品 

（１） 計画書（Ａ４版カラー印刷製本で150頁相当）  100部 

（２） その他計画作成の基礎となった資料      

（３） 上記（１）～（２）の電子データ一式 

 

７ その他 

（１）受託者は、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはいけない。業務終了後も

同様とする。 

（２）受託者は、業務を円滑に遂行するために、逐次本市と連絡調整を行わなければならない。 

（３）本仕様書に定めのない疑義が生じた場合は、本市と受託者が協議し決定する。 

（４）当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示されるなど状況が変化し

た場合には、本市と受託者が協議の上、本業務内容を変更することができる。 

（５）委託業務を遂行するにあたり必要な打ち合わせや資料作成、制度改正（「3. 法令等の遵守

及び法改正への対応」の関係）による影響等に係る一切の経費は、本委託料に含むものとす

る。 

 

 


